
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

三

一

号

刑
事
訴
訟
法
四
百
七
十
九
条
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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刑
事
訴
訟
法
四
百
七
十
九
条
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
死
刑
確
定
者
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
関
係
部
局
に
お
い
て
、
常
に
注
意

が
払
わ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
師
の
専
門
的
見
地
か
ら
の
診
療
等
を
受
け
さ
せ
る
な
ど
、
慎
重
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

と
承
知
す
る
が
、
改
め
て
確
認
を
求
め
る
。

二

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
死
刑
確
定
者
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
関
係
部
局
に
お
い
て
、
常
に
注
意

が
払
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
法
務
省
の
ど
の
部
局
が
常
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
か
、
一
般
論
で
結
構
な
の
で
具
体

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
死
刑
確
定
者
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
関
係
部
局
に
お
い
て
、
常
に
注
意

が
払
わ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
、
医
師
の
専
門
的
見
地
か
ら
の
診
療
等
を
受
け
さ
せ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
法
務
省
の
ど
の

部
局
が
必
要
か
、
必
要
で
な
い
の
か
を
判
断
さ
れ
る
の
か
、
一
般
論
で
結
構
な
の
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
心
神
喪
失
の
状
態
」
と
は
、
死
刑
の
執
行
に
際
し
て
自
己
の
生
命
が
裁
判
に
基
づ
い
て
絶
た
れ
る
こ
と
の
認
識
能
力
の

な
い
状
態
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
改
め
て
確
認
を
求
め
る
。

五

過
去
、
死
刑
確
定
者
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
、
医
師
の
診
療
等
を
受
け
さ
せ
た
事
例
は
何
件
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

一



い
。

六

冤
罪
を
訴
え
て
再
審
を
請
求
し
て
い
る
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
の
袴
田
巖
氏
の
弁
護
団
（
以
下
、
「
弁
護
団
」
と
い
う
。
）

が
、
平
成
二
十
年
十
一
月
七
日
法
務
省
を
訪
問
し
、
そ
の
際
「
弁
護
団
」
よ
り
、
当
時
の
法
務
大
臣
あ
て
の
、
袴
田
巖
死
刑

囚
（
再
審
請
求
中
）
に
関
す
る
病
院
移
送
及
び
死
刑
執
行
停
止
の
申
入
書
（
以
下
、
「
申
入
書
」
と
い
う
。
）
、
平
成
二
十

年
八
月
一
日
付
で
日
本
精
神
神
経
学
会
・
法
倫
理
関
連
問
題
委
員
会
・
多
摩
あ
お
ば
病
院
の
中
島
直
医
師
ら
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
死
刑
確
定
者
（
再
審
請
求
中
）
袴
田
巖
氏
の
精
神
状
態
に
関
す
る
意
見
書
（
以
下
、
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
及
び

平
成
十
九
年
十
一
月
七
日
付
で
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー
精
神
保
健
研
究
所
岡
田
幸
之
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
鑑
定
書

（
以
下
、
「
鑑
定
書
」
と
い
う
。
）
が
法
務
省
職
員
に
手
渡
さ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
当
時
の
法
務
大
臣
は
右
の
「
申
入

書
」
、
「
意
見
書
」
、
「
鑑
定
書
」
に
自
ら
目
を
通
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
と
の
質
問
に
、
「
御
指
摘
の
『
申

入
書
』
、
『
意
見
書
』
及
び
『
鑑
定
書
』
を
受
領
し
て
目
を
通
し
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
さ
れ
た
経
緯

が
あ
る
が
、
現
法
務
大
臣
も
そ
の
内
容
を
把
握
さ
れ
て
い
る
か
。

七

一
般
論
と
し
て
、
六
に
あ
る
よ
う
な
「
申
入
書
」
、
「
意
見
書
」
、
「
鑑
定
書
」
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、
改
め
て
そ
の
死

刑
確
定
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
説
明
を
求
め
る
。

二



右
質
問
す
る
。

三


